
第２章 働くとき、雇うときのルール 

１ 労働契約 

（１） 就職する ＝ 労働契約を結ぶ 

働く上でまず重要なことは、賃金や労働時間をはじめとする労働条

件です。就職するときは、労働条件を確認し、使用者と労働者の間で、

「この条件で雇います」「この条件で雇われます」という約束を結ぶことに

なります。この約束を「労働契約」といいます。  

労働契約は使用者と労働者の双方の合意により結ばれますが、労働

者が不当に低い賃金で働かされたり、長時間労働を強いられたりするこ

とがないように、労働条件の最低基準が労働基準法で定められていま

す。 

労働基準法は、「正社員」だけでなく、「パートタイム労働者」、「派遣

労働者」、「有期雇用労働者」、「アルバイト」など名称や雇用形態に関

係なく、すべての労働者に適用されます。 

■「適用除外」 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人は、適用

除外となります。（労働基準法１１６条） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未成年者であっても、労働契約は本人が行います。親権者等が代理で 

行うことはできません（労働基準法５８条）。 
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（２） 労働基準法と労働契約法 

労働契約（労働条件、契約の締結、労働条件の変更、解雇等）に関

する主な法令は、労働基準法と労働契約法です。労働者として働く場

合、これらの法律の主な内容を知っておくことは、とても重要なことで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 労働基準法 

労働基準法は、労働法（「労働者の保護」や「労使関係の安定」等

を目的とする労働に関する様々な法律の総称）の中核となるものであ

り、使用者が守らなければならない労働条件の最低基準を定めてい

ます。労働基準法に違反した使用者には罰則が科せられます。また、

労働基準法では、国の機関である労働基準監督署に、臨検、報告徴

収、司法警察権限を与えています。 

イ 労働契約法 

労働者の保護を図りつつ、労使間のトラブルを防止するため、労働

契約法では、労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等についての

基本的なルールを定めています。   

ウ 労働者とは 

労働基準法及びその関連法や労働契約法等の適用を受けるに

は、「労働基準法上の労働者」であることが必要です。「労働者」であ

ることの判断基準は、雇用上の「使用従属関係」（指揮命令関係）が

存在すること、及び労働の対価として賃金の支払いを受けていること

です（労働基準法９条、労働契約法２条１項）。 

「労働者」に該当するか否かは、職種や職名によって画一的に判

断することは不可能です。個別事案毎に精査し判断することとなりま

す。 

なお、「労働組合法上の労働者」の場合は、上記の「労働者」の範 

囲に加えて、雇用契約下にない場合や個人事業主でも該当する場 

合があります。 

 

（３）労働契約法のルール 

ア 労働契約の内容の決定及び変更に関するルール 

① 労使対等の原則 

労働者と使用者は対等な立場で契約を締結しなければなりませ

ん。労働基準法に違反するような契約部分は無効になります。また、

労働契約の締結･変更に当たっては就業の実態に応じて均衡を考

慮すること、そして仕事と生活の調和に配慮することが重要です。な

お、労働契約の内容については、労働者の理解を深めるため、でき

る限り、書面にすることなどが求められています。 

② 労働契約の成立 

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこ 

れに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意す

ることで成立します。契約書の交付がなくとも労働契約は成立し、

又、労働条件を詳細に定めてなくとも、労働契約は成立し得ます。 

③ 法令、労働協約、就業規則と労働契約の関係 

我が国においては、個別に締結された労働契約では詳細な労働 

条件は定められず、就業規則によって統一的な労働条件を設定され 

ることが広く行われています。労働契約を締結する場合において、 

使用者が労働者に、合理的な労働条件が定められている就業規則

を周知していた場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者

の労働条件になります。労働契約において、労働者及び使用者が

就業規則と異なる労働条件で合意していた部分については、その

合意が優先しますが、就業規則に定められている労働条件より労働

者に不利な部分は無効となり、その部分は就業規則の定めによるこ

ととなります。  
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（２） 労働基準法と労働契約法 
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（４）契約の期間 

ア 有期労働契約と無期労働契約 

労働契約には期間を定める契約（有期労働契約）と定めない契約

（無期労働契約）があります。有期労働契約の契約期間の上限は原則    

３年とされています。（契約期間の３つの特例については、Ｐ６３参照） 

 

※ 有期労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなけ

れば、契約期間が満了するまでの間において、労使は共に労働

契約を解除することはできません（Ｐ６３参照）。 

 

イ 有期労働契約の更新と雇止め 

有期労働契約において、使用者が期間満了を理由として労働契

約を終了させる（更新しない）ことを雇止めと言います。通常、有期労

働契約は期間満了とともに雇用関係が終了するものですが、何度も

契約を更新し、雇用期間が長期化している際に、トラブルが起こる場

合があります。 

労働契約法では、「反復して更新されたことにより、雇止めをするこ

とが無期労働契約の解雇と実質的に異ならないと認められる場合」

や「期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合」

には、契約が更新（締結）されたとみなされる場合もあります（Ｐ６４参

照）。 

 

ウ 定年制 

一般に定年制とは、労働者が一定の年齢に達したとき、労働契約

が当然にかつ自動的に終了する制度とされています。解雇でも自己

都合退職でもありません。会社が定年制を導入する場合には必ず就

業規則に定める必要がありますが、原則６０歳を下回る定年の定めは

認められません。（Ｐ１１２参照） 

 

＜参考＞ 改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行され、６５歳ま

での雇用確保（義  務）に加え、７０歳までの就業機会の確保が

努力義務となっています。 

 

就業規則が法令や労働協約に反する場合、その反する部分は

その法令や労働協約の適用を受ける労働者には適用されません。 

④ 労働契約の変更 

労働契約の変更は労使合意によることが原則です。使用者は労

働者の合意がないまま、一方的に就業規則を変更することにより、

労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。 

■就業規則による労働契約の不利益変更禁止の例外 

  労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、

変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状

況、その他の事業に照らして合理的なものであり、かつ、変更後

の就業規則を労働者に周知していた場合には労働条件は当該

変更後の就業規則の定めるところとなり、労働条件の不利益変更

も可能となります。 

 

イ 労働契約の継続・終了に関するルール 

① 出向 

必要性、対象労働者の選定などにおいて、権利を濫用したものと 

認められる場合は、出向命令は無効になります。 

  （Ｐ１４参照） 

② 懲戒・解雇 

客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められ 

ない場合は、権利の濫用として、懲戒や解雇は無効となります。 

（Ｐ１０１参照） 

③ 有期労働契約 

  やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中の解雇は

できません。また、使用者は有期労働契約によって労働者を雇い入

れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう、配

慮しなければなりません。 

なお、同一の使用者との間で有期労働契約が５年を超えて反復更

新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換され

ます。（Ｐ６４参照）      

◆主な関係条文：労働契約法３条、４条２項、６～１０条、１２～１８条 
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② 制度がある場合には、口頭又は書面で明示しなければならない

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用者は労働条件を口頭で示して、書面にしない例が多いようです｡

このため、後になって賃金や労働条件などについてトラブルが発生す

る場合もあります。 

そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、法令で定められた労働条

件を明らかにした書面（労働条件通知書）を、使用者に交付してもらうよ

うにしましょう。 

イ 明示された労働条件が実際と違う場合 

労働者は使用者に約束を実行するよう要求できますし、すぐに労働

契約を解除することができます。この場合、就業のために住居を変更し

た労働者が、契約解除の日から１４日以内に帰郷するときは、使用者は

必要な旅費を負担しなければなりません。 

ウ 契約の内容が労働基準法に違反している場合 

労働基準法で定められた基準より低い労働条件を定めた労働契約

は、その部分だけ無効になります。無効になった部分は労働基準法で

定められた基準になり、労働契約自体は有効です。 

 

1
退職手当が支給される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払
の方法、支払の時期に関すること

2
臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手
当及び最低賃金に関すること

3 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関すること

4 安全及び衛生に関すること

5 職業訓練に関すること

6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること

7 表彰及び制裁に関すること

8 休職に関すること

制度がある場合には、口頭又は書面で明示しなければならないこと

（５） 契約時に使用者が明らかにしなければならない条件 

 ア 労働条件の明示（労働基準法 15 条） 

労働契約を結ぶ場合には、労働契約書の作成までは義務づけられ

ていませんが、労働基準法では、使用者は、労働者に対して労働条

件を明確に示さなければならず、一定の事項については書面（労働

条件通知書）によって明示しなければならないとされています。 

① 必ず明示しなければならないこと 

   下記の項目は原則、書面の交付が必要です。ただし、労働者が希

望する場合は、ＦＡＸ、電子メール、ＳＮＳのメッセージ機能等でも明

示することができます（出力して書面作成できるものに限る）。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 期間の定めがある場合はその期間、期間の定めのない場合はその

旨を明示しなければなりません。 
※２ 有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準

の明示義務はありません。 
※３ 「昇給」に関する事項」も絶対的明示事項ですが、「昇給」は、書面

での明示ではなくてもよいとされています。（労働基準法施行規則５
条３項） 

※  パート・有期雇用労働者は、上記事項に加えて、昇給・退職手当・
賞与の有無、相談窓口についても明示しなければなりません（Ｐ７０参
照）。 

1 労働契約の期間※1

2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項※2

3 就業場所、従事する業務

4 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇

5
所定労働時間を超える労働の有無及び交替制勤務の場合の就業時転
換（交替期日、交替順序等の転換）に関すること

6
賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切、支払い時期、昇給※3に
関する事項

7 退職に関すること（解雇の事由を含む）

契約時に使用者が明らかにしなければならない条件
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労働条件通知書 （例）　（厚生労働省福岡労働局HPより）　
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ア 就業規則と懲戒処分 

職場規律に違反した労働者に対する制裁として懲戒処分（例：け

ん責、減給、出勤停止、解雇など）を行うことがあります。懲戒処分を

行うためには、就業規則に懲戒処分の事由とこれに対する懲戒処分

の種類・程度を定めていなければなりません。 

※ 懲戒処分として減給の規程を設けた場合の減給額の制限について

はＰ２１参照。 

イ 就業規則と労働条件の変更 － 配置転換・出向・転籍  

就業規則と労働条件の変更には密接な関係があります。以下の点

に留意してください。 

①配置転換（勤務地又は職務内容の長期間にわたる変更） 

就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じることが 

  できる旨が定められており、実際にこれに基づき転勤が頻繁に行わ 

れ、労働契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、使用 

者は個々の労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることがで 

きます。ただし、配転の必要性に比べて、配転により労働者の被る

不利益が非常に大きい場合には、権利の濫用として無効とされるこ

とがあります。 

②出向 

出向とは、今までの会社との雇用関係を維持したまま、別の会社

の指揮命令下に労務を提供する人事異動をいいます。 

使用者は、就業規則や労働協約に出向に関する根拠規定(社外

勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金など

その処遇等に関して出向者の利益に配慮した詳細な規定)がある

場合には、労働者の同意なしに出向を命じることができます。 

ただし、出向の必要性に比べて、人選に合理性を欠く場合や出

向により労働者の被る不利益が非常に大きい場合などには、権利

の濫用として無効とされることがあります。また、会社には労働者の

不利益を軽減、回避するため、代償措置をとるなどの配慮が求めら

れます。 

③転籍 

転籍とは、今までの会社との雇用関係を終了させ、新たに別の会

社と雇用関係を結ぶことをいいます。 

２ 就業規則（会社のきまり） 

就職するときは、労働者と使用者が対等の立場で労働契約を結ぶのが

原則です。しかし、従業員の数が増えると、労働契約を結ぶたびに労働

条件を新たに決定するのでは煩雑になるため、職場で働く者に一律に適

用する労働条件や服務規律を定めることが広く行われており、そのきまり

を就業規則といいます。 

使用者が就業規則を定め、労使が遵守することで、従業員が安心して働

くことができ、また労使間の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。 

 

（１）作成届出義務 

常時１０人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、必ず就業

規則を作成し、管轄の労働基準監督署長に届け出（同じ内容なら本社

一括届出で可。ただし各事業所代表の意見は要。）なければなりませ

ん。この人数には、パートタイム労働者なども含まれます。もちろん１０人

未満の事業場でも作成しておくことが望ましいでしょう。 

 

■パートタイム労働者の就業規則 

パートタイム労働者の労働条件が正社員と異なるときは、パートタ 

イム労働者に適用される就業規則を別途作成する必要があります。 

別に作成されず、正社員の就業規則にも特別の規定がない場合、

正社員の就業規則がパートタイム労働者にも適用されます。 

 

（２）周知義務 

使用者は就業規則を労働者一人ひとりに渡す、職場の見やすい場

所に常時掲示するなど、労働者がいつでも見ることができるようにして

おかなければなりません（周知がなければ無効）。 

 

（３）就業規則に定めておくべきこと 

就業規則に書いておかなければならない事項は、労働契約を結ぶと 

きに使用者が明らかにしなければならない労働条件とほぼ同じですが、

労働基準法を下回る条件や、その職場に適用される労働協約に反した

内容のものは効力が認められませんし、その内容が合法的なものであ

ることが求られます。 
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所に常時掲示するなど、労働者がいつでも見ることができるようにして
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（３）就業規則に定めておくべきこと 

就業規則に書いておかなければならない事項は、労働契約を結ぶと 
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（２）競業避止義務 

「競業避止義務」とは、労働者が在職中や退職後の一定期間、同

業他社に勤務することや自分で同一事業を開業してはならないとい

うものです。労働者は労使相互の信義誠実の原則により、「秘密保持

義務」と同様にこの義務を負うといわれています。 

また、退職後についても就業規則や誓約書で義務づけられている

場合は、その効力が続くというのが一般的な考え方ですが、その場 

合、労働者の「職業選択の自由を制約することに対する合理的な範

囲」に限定されます。 

「合理的な範囲」の判断要素としては、 

ア 競業を禁止する期間 

イ 競業を禁止する職種及び地域的な範囲 

ウ 使用者が被る損害の程度 

エ 職業選択を制約することへの代償措置の有無 

オ 競業行為の手段及び顕著な背信性の有無 

などがあげられます。 

 

（３）実際上の留意点 

「秘密保持義務」及び「競業避止義務」については、就業規則や

誓約書で具体的に明示されることが多く見受けられます。その場合、

企業の営利目的と労働者の兼職・転職の自由と考え合わせて合理

的なものなら有効とされています。 

誓約書の提出規定があり、また業務指示があった場合には誓約書

の提出を断ることは難しいかもしれません。しかし、就業規則や誓約

書の内容に不適切な部分や行き過ぎた部分があれば、訂正を求め

一時的に提出を保留することは合理性があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

転籍命令には、出向と同様、就業規則や労働協約に根拠規定が

あるだけではなく、さらに労働者の個別の同意が必要とされていま

す。したがって、転籍命令を会社が一方的に行うことはできず、労

働者がこれを拒否しても処分はできません。 

 

（４）就業規則の作成・変更の手続き 

使用者は、就業規則を作成又は変更するときは、当該事業場の労働

者の過半数で組織している労働組合か、そのような労働組合がない場

合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き（聴取義務）その意

見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません（届

出義務）。 

また、パートタイム労働者に関わる就業規則の作成・変更にあたって

は、先に述べた手続に加えて、当該事業場のパートタイム労働者の過

半数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努めなければなりませ

ん。 

※就業規則の変更による労働条件の不利益変更の例外はＰ７参照。 

 

 
◆主な関係条文：労働基準法８９条、９０条、１０６条 

パートタイム・有期雇用労働法７条 
 
 

３ 秘密保持義務と競業避止義務 

（１）秘密保持義務 

労使はお互いに信義誠実の原則に基づいて行動することが要請

されますので、労働者はその点において、職務上の秘密を保持する

義務を負います。 

■秘密保持の対象となるもの 

①営業秘密 企業の経営戦略など企業の秘密としてきちんと管

理されていて、一般的には入手できないもの 

②個人情報 顧客情報など個人の人格権を守るために、企業

が管理しているもの 
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（２）競業避止義務 

「競業避止義務」とは、労働者が在職中や退職後の一定期間、同

業他社に勤務することや自分で同一事業を開業してはならないとい

うものです。労働者は労使相互の信義誠実の原則により、「秘密保持

義務」と同様にこの義務を負うといわれています。 

また、退職後についても就業規則や誓約書で義務づけられている

場合は、その効力が続くというのが一般的な考え方ですが、その場 

合、労働者の「職業選択の自由を制約することに対する合理的な範

囲」に限定されます。 

「合理的な範囲」の判断要素としては、 

ア 競業を禁止する期間 

イ 競業を禁止する職種及び地域的な範囲 

ウ 使用者が被る損害の程度 

エ 職業選択を制約することへの代償措置の有無 

オ 競業行為の手段及び顕著な背信性の有無 

などがあげられます。 

 

（３）実際上の留意点 

「秘密保持義務」及び「競業避止義務」については、就業規則や

誓約書で具体的に明示されることが多く見受けられます。その場合、

企業の営利目的と労働者の兼職・転職の自由と考え合わせて合理

的なものなら有効とされています。 

誓約書の提出規定があり、また業務指示があった場合には誓約書

の提出を断ることは難しいかもしれません。しかし、就業規則や誓約

書の内容に不適切な部分や行き過ぎた部分があれば、訂正を求め

一時的に提出を保留することは合理性があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

転籍命令には、出向と同様、就業規則や労働協約に根拠規定が

あるだけではなく、さらに労働者の個別の同意が必要とされていま

す。したがって、転籍命令を会社が一方的に行うことはできず、労

働者がこれを拒否しても処分はできません。 

 

（４）就業規則の作成・変更の手続き 

使用者は、就業規則を作成又は変更するときは、当該事業場の労働

者の過半数で組織している労働組合か、そのような労働組合がない場

合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き（聴取義務）その意

見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません（届

出義務）。 

また、パートタイム労働者に関わる就業規則の作成・変更にあたって

は、先に述べた手続に加えて、当該事業場のパートタイム労働者の過

半数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努めなければなりませ

ん。 

※就業規則の変更による労働条件の不利益変更の例外はＰ７参照。 

 

 
◆主な関係条文：労働基準法８９条、９０条、１０６条 

パートタイム・有期雇用労働法７条 
 
 

３ 秘密保持義務と競業避止義務 

（１）秘密保持義務 

労使はお互いに信義誠実の原則に基づいて行動することが要請

されますので、労働者はその点において、職務上の秘密を保持する

義務を負います。 

■秘密保持の対象となるもの 

①営業秘密 企業の経営戦略など企業の秘密としてきちんと管

理されていて、一般的には入手できないもの 

②個人情報 顧客情報など個人の人格権を守るために、企業

が管理しているもの 
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第３章 賃金 

1  賃金とは 

賃金とは、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用 

者が労働者に支払うすべてのものをいいます。退職金、見舞金、祝金など

は、使用者が支払わなければならないものではありませんが、労働協約、就

業規則、労働契約などによって、支給条件が明確になっていれば、賃金とい

えます。 

使用者は、労働契約を結ぶときは、賃金の額や支払方法などについて、はっき 

りと分かるような書面を労働者に交付しなければなりません（Ｐ９参照）。 

また、就業規則にも賃金に関して必ず記載しなければなりません。 

 

（１） 男女同一の原則 

労働基準法では、女性であることを理由に、賃金体系、支払方法などに

ついて差別的取扱いをしてはならないと定めています。 

性別による賃金の差別的取扱いかどうかの判断は、仕事の内容、能率、

技能なども含めて総合的に判断しなければなりません。 

 

（２） 同一労働同一賃金 

同一企業の正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者） と非正規雇

用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不

合理な待遇差は禁止されています。 
 

◆主な関係条文：労働基準法４条、１１条、１５条、８９条、 
同法施行規則５条 
パートタイム・有期雇用労働法８条 
 

 

２ 賃金の支払い原則 

賃金は労働者にとって生活の糧です。そこで、労働基準法では、賃金が

確実に労働者の手に渡るように、賃金の支払い方法について、次の５つの原  

則等を定めています。 

 

 

 

４ 副業・兼業 

  既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは

会社によって異なります。 

   副業・兼業を始めたいと思ったら、まずは既に働いている会社の就業

規則や自身の労働契約の内容を確認し、副業・兼業を行うことが可能

かどうかや、副業・兼業を始めるためにどのような手続きが必要になるか

を確認しましょう。 

  副業、兼業に関する判例では、労働者が労働時間以外の時間をどの

ように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、判

例を踏まえれば、企業は、原則、副業・兼業を認める方向で検討するこ

とが適当とされています。就業規則などで禁止している場合は、その見

直しを含めて、労働者が副業・兼業を行える環境を整備しましょう。 

   なお、労働者が雇用される形で、副業・兼業を行う場合、原則として、

その労働者を使用する全ての使用者が、自社と副業・兼業先の労働時

間を通算して管理する必要があります。 

 

※ 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン （わかりやすい解説）

(2020.11)」参照 

＜参考＞ 雇用保険マルチジョブホルダー制度（Ｐ８７参照） 
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